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第１章 はじめに                         

１ はじめに 

年々少子化が進行する我が国において、次代の社会を担う子どもたちが、健やかに生まれ、

育てられる環境の整備に、国・地方公共団体・事業主など、さまざまな主体が社会をあげて取

り組んでいくため、平成１５年７月、次世代育成支援対策推進法（以下「次世代育成推進法」

という。）が制定されました。そして、地方公共団体に対し地域における子育て支援の充実を

図るとともに、職員の仕事と子育ての両立支援や働き方の見直し等に関する１０年間の集中的

な取組について「特定事業主行動計画」を策定することが定められました。 

これを受け、平成１８年から、職員を対象に「加東市特定事業主行動計画（前期計画）（後

期計画）」を作成し、職員が仕事と家庭生活を両立できるような職場環境の整備を推進してき

ましたが、男性職員の育児休業取得をはじめ、未だ利用が進んでいない制度もあり、利用促進

に向けて職員の意識啓発や働きかけが必要な状況にあります。 

国においても、平成２７年３月に次世代育成推進法の有効期限が到達し、依然として少子化

の流れは変わらず、引き続き取組を充実していく必要があることから、次世代育成推進法の有

効期限をさらに１０年間延長するとともに、両立支援の取組を促進するため次世代育成推進法

の一部改正が行われました。 

また、平成２７年９月、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍

推進法」という。）が施行され、その法律に基づき、女性の活躍推進の取組を着実に前進させ

るため、民間事業主や地方公共団体等が女性職員の活躍推進に向けて問題点を把握し、改善に

向けて目標を達成できるよう役割を定め計画することが義務付けられました。 

次世代育成支援を進めるにあたっても、女性の職業生活における活躍の推進は非常に関わり

が深く重要となっています。今回、次世代育成推進法に関する特定事業主行動計画と女性活躍

推進法に関する特定事業主行動計画を一体的に策定することとし、今後さらにより良い職場環

境の整備を目指します。 

２ 計画の位置付け 

本計画は、次世代育成推進法及び女性活躍推進法に基づき、加東市長、加東市教育委員会、

加東市議会議長、加東市選挙管理委員会、加東市代表監査委員、加東公平委員会、加東市固定

資産評価審査委員会委員長、加東市農業委員会が連名で策定する特定事業主行動計画です。 

３ 計画期間 

次世代育成推進法に関する内容については、平成２８年度から平成３６年度までの９年間の

うち４年を一期として区切り、その前期である平成２８年度から平成３１年度までの４年間を
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計画期間としています。また、女性活躍推進法は、平成３８年３月末までの時限立法であり、

特定事業主行動計画については、平成２８年４月からの施行となっているため、女性活躍推進

法に関する内容については、平成２８年度から平成３１年度までの４年間を計画期間とします。

今後も、この２つの行動計画を一体的に策定することとし、年度ごとに実績を検証し、必要に

応じて計画の見直しを行います。 

４ 対象職員 

加東市、加東市教育委員会、加東市議会、加東市選挙管理委員会、加東市代表監査委員、加

東公平委員会、加東市固定資産評価審査委員会、加東市農業委員会の任命権者がそれぞれ任命

した職員を対象とします。 
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第２章 加東市特定事業主行動計画（後期計画）の分析         

 加東市特定事業主行動計画（後期計画）（以下「後期計画」という。）において、職員の勤務

環境及び次世代育成支援対策に関する項目について、具体的な取組事項や目標値を設定し推進

してきた結果について分析します。 

本章における分析結果については、次の基準により表示します。 

具体的な取組が十分できている：◎ 

具体的な取組ができている：○ 

具体的な取組があまりできていない：△ 

具体的な取組ができていない：× 

１ 仕事と子育ての両立に向けた勤務環境の整備 

【目標値】 

 育児休業の目標取得率を男性職員５％、女性職員100％を実現する。 

＜男性職員の育児休業取得状況＞ 

＜女性職員の育児休業取得状況＞ 

※取得率＝（当該年度からの取得開始人数）÷（当該年度からの取得対象人数） 

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

当該年度からの取得対象人数

（人）

当該年度からの取得開始人数

（人）

取得率

（％）
16.70.0 0.0 0.0 0.0

0 1

67 11 4 2

0 0 0

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 平均

当該年度からの取得対象人数
（人）

当該年度からの取得開始人数
（人）

育児休業を取得せずに職場復帰した

人数　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）

育児休業を取得せずに退職した人数

（人）

取得率
（％）

0.2

0 0 1 1 1 0.6

0 1 0 0 0

7.4

11 4 6 3 9 6.6

11 5 7 4 10

90.0 89.2100 80.0 85.7 75.0
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＜男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加休暇取得率及び平均取得日数＞ 

 ● 配偶者出産休暇 

 …職員の妻が出産する場合、職員が妻の出産に伴い入院の付添い等のために取得する特別休

暇。（出産のために入院する等の日から出産後2週間までの期間の2日） 

● 育児参加休暇 

…職員の妻が出産する場合、出産予定日の8週間前（多胎妊娠の場合は14週前）から出産

の日後8週間を経過する日までの期間において、当該出産にかかる子又は未就学の子を養

育する必要がある時に取得する特別休暇。（対象期間の5日） 

＜部分休業・育児短時間勤務の状況＞ 

※男性の取得実績はなし。 

 ● 部分休業 

 …小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、１日２時間（３０分単位/朝夕で

の取得）を上限に取得することができる休業。 

 ● 育児短時間勤務 

…小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員を対象とした短時間勤務制度。１日当

たり３時間５５分勤務、１日当たり４時間５５分勤務、週３日勤務、週２日半勤務のいず

れかを選択することができる。 

5年間の育児休業取得状況において、女性職員の取得率は平均８９．２％となっており、女

性職員については育児休業を取得することが一般的となっています。 

一方、男性職員の育児のための休暇の取得状況は、育児休業と育児参加休暇の取得者は各１

名に留まり、配偶者の出産休暇についても、多い年度でも５０％に留まっています。これは、

制度の周知が不十分なことに加え、男性職員が出産や育児に関する休暇等を取得する雰囲気が

職場に浸透していないことが原因と考えられます。 

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

取得対象人数　 （人） 7 11 4 2 6

取得人数　　　　 （人） 0 5 2 0 1

取得率　　　 　 　（％） 0.0 45.5 50.0 0.0 16.7

平均取得日数　 （日） 0 1 2 0 1

取得人数　　　　 （人） 1 0 0 0 0

取得率　　　 　 　（％） 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0

平均取得日数　 （日） 1 0 0 0 0

育児参加休暇

配偶者出産休暇

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 平均

部分休業 取得者数

          　　　　　 （人）

育児短時間勤務　取得者数

          　　　　　 （人）
2 2 2 0 0 1.2

3 4 5 4 4 4.0
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また、女性職員の部分休業は年間平均４人の職員が取得していますが、男性職員の取得はな

く、育児短時間勤務については、平成２６年度以降、男女とも取得実績がありません。部分休

業を取得している職員についても、休業時間を完全に取得することが難しい状況であることか

ら、子どもを養育する職員が柔軟な働き方を選択できる環境を整備していく必要があります。 

【後期計画の具体的な取組に対する分析結果】 

具体的な取組 分析結果 

（１）妊娠・出産・育児等に関する制度の周知 

①特別休暇、育児休業、育児短時間勤務、部分休業に関する制度及び 

経済的支援措置の周知徹底 
△ 

（２）妊娠中及び出産後における職員への配慮 

 ①妊娠中の職員へ配慮した業務分担の見直し × 

②本人の希望により、妊娠中及び産後３年を経過しない職員に対し時 

間外勤務を原則命じない 
× 

③小学校就学前の子を養育する職員に対しては、時間外勤務を月２４ 

時間以内かつ年間１５０時間以内に制限 
× 

（３）子どもの出生時における父親の休暇等 

 ①男性職員が配偶者の出産にあたって育児に参加するための育児参加

休暇制度の周知徹底 
△ 

②男性職員が配偶者の出産にあたって届出等を行うための出産支援休

暇制度の周知徹底 
△ 

③父親となる職員が、配偶者の出産を支援し、共に育児のスタートがで

きる連続した休暇を取得できる体制整備 
△ 

④父親に対する育児休業制度の周知徹底 △ 

（４）育児休業を取得しやすい環境の整備等 

①復職が円滑にできるよう、仕事に関する情報など必要な情報提供 × 

②育児休業からの職場復帰時に必要に応じて研修等を実施 × 

③育児休業に伴う代替職員の確保 ◎ 

（５）子育てにかかわる職員の支援制度 

 ①早出遅出勤務制度の周知徹底 △ 

②授乳等を行う場合の１日２回（各３０分以内）の取得ができる制度の

周知徹底 
△ 

③部分休業制度の周知徹底 △ 

④看護のために取得できる休暇制度の周知徹底 △ 
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２ 仕事と生活の調和の実現に向けた勤務環境の整備 

（１）時間外勤務の縮減 

【目標値】 

 各職員の１年間の時間外勤務時間の上限を３６０時間（人事院指針等に定める上限目安時間）

とする。 

＜時間外勤務状況＞

※（ ）は、時間外勤務職員数に占める年間３６０時間の時間外勤務をした職員の割合 

※年度は、前年度3月から当該年度2月まで 

※選挙、災害対応の時間外勤務時間を除く 

 平成２４年度については基幹系システムの更新作業、平成２５年度については庁舎移転業務、

平成２７年度はマイナンバー制度の導入という特殊事情のため、時間外勤務時間が増加してい

ます。 

しかし、これらの特殊事情を除いても時間外勤務が常態化しており、年間３６０時間以上の

時間外勤務をした職員は、平成23年度の１１人に比べ、２１人と増加傾向にあります。 

 後期計画では、仕事と生活の調和の実現のため、時間外勤務縮減に向けてノー残業デーの実

施やアウトソーシングを導入しましたが、業務量に対する適正な人員配置等が進んでいないこ

とが、時間外勤務の常態化が解決できていない原因と考えられます。 

このような中で時間外勤務を縮減するためには、部署ごと、職員ごとの業務量と時間外勤務

の状況を把握し、職員ごとの業務量の見直しや人員補充、業務方法の改善を行なうとともに、

ノー残業デーの完全実施等、職員への意識啓発をすることも必要です。 

Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 平均

11 24 29 14 21 19.8

(3.1%) (6.8%) (8.3%) (4.2%) (6.3%) (5.8%)

時間外勤務総時間数　　（時間） 34,782 42,387 42,967 33,803 39,990 38,785.8

時間外勤務職員数　　　　（人） 352 352 348 337 331 344.0

１人当たりの年間平均時間数
　　　　　　　　（時間）

98.8 120.4 123.5 100.3 120.8 112.7

年間360時間以上の時間外
勤務をした職員数　　　　　（人）
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【後期計画の具体的な取組に対する分析結果】 

具体的な取組 分析結果 

（１）小学校就学前の子を養育する職員の深夜勤務、時間外勤務を制限する

制度の周知 
× 

（２）ノー残業デーの実施 ○ 

（３）電子メール等を活用することによる時間の削減 ○ 

（４）事務処理のマニュアル化を進め、職務効率の向上を図る △ 

（５）部署ごとの時間外勤務の把握、時間外勤務の傾向や理由の分析を行い、

所属長に対して事務の見直しを促す 
△ 

（６）アウトソーシングを活用した事務の簡素化の推進 △ 

（７）事務処理体制の見直しによる適正な人員の配置及び年間を通じた業務

量の平準化による取組を推進 
△ 
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（２）休暇の取得の促進 

【目標値】 

年次有給休暇の取得目標日数を平均１０日とする。 

＜年次有給休暇の１人当たりの年間平均取得日数＞ 

＜平成26年度 1人当たりの年次有給休暇取得日数（部署別）＞ 

※  は年次有給休暇取得目標を達成している部署の日数 

後期計画では、年次有給休暇の取得目標日数を１０日とし、年次有給休暇の取得を促進して

きました。全体でみると、平成２６年度は平均取得日数がやや減少し、０．１日目標値に届か

なかったものの、概ね目標値に到達しています。 

しかし、平成２６年度実績による部署別比較では、平均取得日数が多い部署と少ない部署で

は最大で１３．３日の差があり、目標を達成した部署は４２部署中１２部署となっています。 

取得日数が少ない原因の一つとして、業務量の増加が考えられることから、適正な人員配置

等により対応する必要があります。また、地域や家庭においてどうしても外せない用事や体調

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

9.7日 10.3日 10.7日 9.9日
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不良の時のみに年次有給休暇を取得している職員が多いことから、年次有給休暇の目的が「心

身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するため」であることを周知し、連続休暇や記念日

休暇等が取得しやすい環境を整備することが、取得促進のために必要であると考えられます。 

【後期計画の具体的な取組に対する分析結果】 

具体的な取組 分析結果 

（１）年次有給休暇の取得の促進 △ 

（２）所属長に対し部下の年次有給休暇の取得を促す △ 

（３）年次有給休暇の取得率が低い部署へのヒアリングの実施 △ 

（４）ゴールデンウィーク期間、夏季休暇（７月～９月）と年次有給休暇

を併せた連続休暇の取得を促進 
× 

（５）勤続２０年及び３０年に達した職員に、特別休暇と年次有給休暇を

併せた連続休暇の取得を促進 
△ 

（６）職員やその家族の誕生日、結婚記念日等の記念日及び学校行事への

参加等のための年次有給休暇の取得を促進 
× 
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第３章 女性活躍推進法に係る職場環境の現状把握及び分析       

 女性活躍推進法第15条第３項及び女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に

係る内閣府令第２条に基づき、次の７項目について現状把握及び分析を行いました。 

 現状把握及び分析した項目は次のとおりです。 

１ 採用した職員に占める女性職員の割合 

２ 平均した継続勤務年数の男女の差異 

３ 職員一人当たりの月ごとの時間外勤務時間 

４ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

５ 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

６ 男女別の育児休業取得率及び平均取得日数 

７ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加休暇取得率並びに平均取得日数 

専門的な職種については女性職員の割合が多いことから、下記の区分により分析を行います。

● 一般行政職 ・・・ 専門職以外の職員 

 ● 専 門 職 ・・・ 医療技術職（医療職給料表適用者）、保健師、保育士、教育職、技能

労務職の職員 

１ 採用した職員に占める女性職員の割合

＜正規職員・臨時職員・日々雇用職員の採用者に占める女性割合の推移＞ 

※一般行政職・・・医療技術職（医療職給料表適用者）、保健師、保育士、教育職、技能労務

職を除いた職員 
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＜在職中の職員の女性割合＞  

※H27年４月１日現在 

【現状把握と分析結果】 

本市における正規職員の在職者は、平成２７年４月１日現在、約５４％が女性職員となって

おり、一般行政職においても４０％が女性であることから、男女比のバランスは取れていると

考えられます。また、臨時・日々雇用職員等の非正規職員については、採用者数、在職者とも

に女性の割合が高くなっていますが、これは応募時において女性の割合が多くなっていること

から必然的な結果となります。 

採用は、男女の区別なく競争試験により行っており、引き続き、性別にかかわることなく能

力や適正を基準に、優秀な人材確保に向けた取組を行います。 
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２ 平均した継続勤務年数の男女の差異

＜継続勤務年数ごとの職員数＞ 

※Ｈ２７年４月１日現在 

＜勤続年数比率＞ 

※Ｈ２７年４月１日現在 
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＜年齢別離職者数（Ｈ２３～Ｈ２７年度実績）＞ 

※離職者・・・自己都合又は勧奨より退職した職員 

※専門職・・・医療技術職（医療職給料表適用者）、保健師、保育士、教育職、技能労務職 

【現状把握と分析結果】 

 一般行政職の女性職員の勤続年数は、男性職員に比べ、勤続年数２０年以上の比率が低く、

過去５年間の年齢別離職者数では、３０才台後半以降の女性の離職者が多くなっています。こ

のことは、職業生活において業務量が増加し、職責も重くなっていく一方、家庭生活において

も年々変化していく環境に対応していく必要があることから、仕事と家庭の両立が難しくなり、

家庭生活を選択し退職する傾向があると考えられます。 

 一方、専門職では男性職員と女性職員の勤続年数で大きな差はありませんが、一般行政職に

比べると、勤続年数が短い傾向にあります。男性の専門職では、医師の入れ替わりの多いこと

が一因としてあり、女性の専門職では、シフト勤務により家庭生活へ支障をきたすことから、

結婚や出産により退職をする２０才台から３０才台の職員が多いことが、勤続年数が短くなっ

ている原因の一つとなっています。 
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３ 職員一人当たりの月ごとの時間外勤務時間

＜職員一人当たりの月ごとの時間外勤務時間（H26年度の実績）＞  

＜平成２６年度 職員別時間外勤務時間数＞ 

※時間外勤務時間数が年間３６０時間を超えた職員の状況 

部署
１人あたりの
年間平均時間
数（部署別）

職員 年間時間数
部署の平均時間数
に対する職員の時
間数の割合

Ａ１ 726 139%

Ａ２ 489 93%

Ａ３ 649 124%

Ｂ１ 465 223%

Ｂ２ 385 185%

Ｃ課 277.5 Ｃ１ 363 131%

Ｄ１ 516 363%

Ｄ２ 371 261%

Ｅ１ 540 181%

Ｅ２ 593 199%

Ｆ課 189.3 Ｆ１ 448 237%

Ｇ課 355.3 Ｇ１ 657 185%

Ｈ課 212.0 Ｈ１ 640 302%

Ｊ課 218.0 Ｊ１ 448 206%

Ａ課

B課

Ｄ課

Ｅ課

523.5

208.3

142.0

298.3
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【現状把握と分析結果】 

全職員の時間外勤務時間数の月別平均は、１年を通じて概ね横ばいとなっていますが、年度

末、年度当初に係る事務量の増大等により、３月と４月は時間外勤務時間が多くなっています。 

特に、４月は人事異動による事務効率の低下により、月３０時間以上の時間外勤務を行った

職員数が増加していますが、これは７月までに減少する傾向にあります。 

また、年度末から年度当初の事務量の増大や人事異動による事務効率の低下等を除いても、

時間外勤務が常態化している原因として、業務量に対して適正な人員配置ができていないこと

が考えられますが、年間３６０時間以上の時間外勤務を行った職員を分析すると、時間外勤務

時間の多い職員が所属する部署が、必ずしも時間外勤務時間の多い部署とはなっていない状況

です。これは、部署ごとの業務量のバランスだけでなく、個人ごとの業務量のバランスにも課

題があると考えられます。 

４ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

※Ｈ27年４月１日現在 

※一般行政職・・・専門職以外の職員 

※専門職・・・医療技術職（医療職給料表適用者）、保健師、保育士、教育職、技能労務職 

【現状把握と分析結果】 

 管理職に占める女性の割合は３２．３％となっており、国が目標とする３０％を達成してい

ます。これは、女性職員が多い専門職が全体の比率を引き上げているためです。専門職を除く

一般行政職での女性管理職の割合は１８．８％であり、一般行政職での女性管理職の登用を進

めていく必要があります。 

管理職数 男性管理職数 登用率(%) 女性管理職数 登用率(%)

124 84 67.7 40 32.3

85 69 81.2 16 18.8

39 15 38.5 24 61.5専門職

全体

一般行政職
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５ 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

＜各役職段階にある職員数の男女比＞ 

※「主幹・主任」とは、管理職になる前段階の役職のことであり、医療職給料表（二）につい

ては5級の主任をいう。 

※一般行政職・・・専門職以外の職員 

※専門職・・・医療技術職（医療職給料表適用者）、保健師、保育士、教育職、技能労務職 

＜職員全体の女性割合＞  

※Ｈ27年４月１日現在 
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＜階層別研修の受講者数（H27年度実績）＞ 

【現状把握と分析結果】 

 専門職における女性職員の割合は７６％であり、同様に管理職に占める割合も６１．５％と、

女性職員の割合が高い状況です。 

 一方、一般行政職では、女性職員の割合が４０％を占めていますが、女性管理職の割合はそ

の半数以下の１８．８％に留まっており、女性管理職が少ない傾向が見られます。管理職候補

となる主幹の女性職員の割合が４４．４％を占めており、一般行政職全体でみた男女比と大き

く変わらない状況にもかかわらず、管理職となった時点で女性職員の割合が急激に低くなる要

因として、管理職としての意識付けが不十分なうえに、職場外研修への参加者数にも表れてい

るように、技術や業務遂行におけるノウハウの習得機会が十分でないことが考えられます。 

 また、女性が管理職昇進を望まない理由として、独立行政法人労働政策研究・研修機構「男

女正社員のキャリアと両立支援に関する調査」（平成２５年３月）の結果では、「管理職とし

ての能力への不安」や「責任が重くなる」という理由以外に、「仕事と家庭の両立が困難にな

る」という理由を挙げた女性が男性の2倍以上となっています。 

女性の能力の活用や組織の活性化等の観点から、女性の管理職登用のために、研修を通じて

管理職候補者の人材育成に取り組むとともに、仕事と家庭の両立が図れる環境や職責に見合っ

た給与体系の整備等、管理職昇進への意欲を引き出すことができる取組を検討する必要があり

ます。 
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６ 男女別の育児休業取得率及び平均取得日数 

※平成２７年度実績 

※（ ）は専門職を除く 

※取得率＝（当該年度からの取得開始人数）÷（当該年度からの取得開始可能人数） 

【現状把握と分析結果】 

平成２７年度における女性職員の育児休業取得率は９０％となっており、平均すると１人１

年以上（約４４０日）の育児休業を取得しています。また、男性職員についても１名が育児休

業を取得したことで、男性職員の育児休業取得率は１６．７％となりました。これは、女性の

育児休業取得が浸透し、男性職員も育児休業を取得するという意識が少しずつ生まれてきてい

ると言えます。 

女性職員の取得率１００％を実現し、男性職員の育児休業取得を引き続き促進するためには、

気兼ねなく育児休業を取得することができる環境を整備し、職員の意識向上と制度の周知を進

めていく必要があります。 

女性 男性 計

H27年度からの取得対象人数 10 6 16

（人） (5) (5) (10)

H27年度からの取得開始人数 9 1 10

（人） (5) (1) (6)

取得率 90.0 16.7 62.5

（％） (100) (20.0) (60.0)

平均取得日数 440 366 432

（日） (346) (366) (349)
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７ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加休暇の取得率並びに平均取得日数 

※平成２７年度実績 

【現状把握と分析結果】 

男性職員が配偶者の出産に伴い取得する休暇について、休暇取得のニーズはあるものの年次

有給休暇で取得されている状況です。これは、男性職員の配偶者の出産は、出産後の扶養手続

き等の段階で人事担当者が把握する場合が多く、制度の周知不足が配偶者出産休暇と育児参加

休暇の取得率が低い原因と考えられます。 

このことから、取得率向上のためには、グループウェア等を利用した情報提供や制度の説明

会を開催し、全職員への制度の周知と意識啓発を行うことにより、対象職員自らの意識や、当

該所属長や周囲の職員からの声掛け等取得しやすい職場環境作りを進めることが必要です。 

配偶者出産休暇 育児参加休暇 育児休業

取得対象人数　 （人） 6 6 6

取得人数　　　　 （人） 1 0 1

取得率　　　 　 　（％） 16.7 0.0 16.7

平均取得日数　 （日） 1 0 366
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第４章 第２次加東市男女共同参画プラン及び加東市人権尊重のまちづ

くり基本計画（加東市人権尊重のまちづくり実施計画）での具体的な取組 

女性と男性がお互いの人権を尊重しつつ、かつ対等に責任を分かち合い、個性と能力を十分

に発揮できる男女共同参画社会をめざすことを目的に策定した「第２次加東市男女共同参画プ

ラン」、及び市民一人一人の人権が尊重される自由で平等な社会づくりに向けて、すべての人々

が人権尊重の精神を当たり前の社会意識として身につけて行動し、人権を基本とした人間関係

が広く社会に根づく、「共生社会と人権文化の創造」をめざすことを目的に策定した「加東市

人権尊重のまちづくり基本計画（加東市人権尊重のまちづくり実施計画）」に基づき、市役所

（総務部総務課主体）として次の具体的施策に取り組んでいます。 

「第２次加東市男女共同参画プラン」 

【行政の取組】 結果から見える次年度以降の取組 

（１）行政等における男女共同参画の研修の充実 

 施策推進の立場にある市職員や関連団体職員

などの意識の向上を図るため、男女共同参画

に関する研修を充実させます。 

人権研修は毎年実施しているが、男女共同

参画をテーマとした研修は、毎年の実施に

は至っていません。男女共同参画と職場内

のワーク・ライフ・バランスにスポットを

あてた研修に取り組みます。 

（２）市役所など公的機関におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 

 市役所や学校などにおいて、セクシュアル・ハ

ラスメント防止の研修を実施して意識啓発を

徹底させます。 

職場の相談窓口を周知し、セクシュアル・ハラ

スメント防止に努めます。 

メンタルヘルス研修の一環としてセクシ

ュアル・ハラスメント研修に取り組んでい

ますが、毎年の実施には至っていません。

定期的な研修の開催により、職員の意識付

けを浸透させる必要があります。 

（３）市の女性職員の管理職への登用の促進 

 女性の能力が発揮できるよう職域の拡大を図

るとともに、女性の管理職としての資質を高

め、管理職への登用を進めます。 

積極的な登用を行っているものの、平成

27年度の女性管理職の登用率(注)は

20.2％です。国が示している女性管理職

の登用率30％には至っていないことか

ら、今後も次期女性管理職を育成する機会

を設ける必要があります。 
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（注） 

女性管理職の登用率・・・第3章の「一般

行政職」に保健師を加え、幼稚園教諭以外

の教育職を除外した割合。 

（４）相談員等への被害防止  

 バーンアウト状態（燃え尽き症候群）や二次受

傷により相談員等の心身の健康が損なわれる

ことがないよう、職場研修等により、心理的ケ

アを実施します。また、加害者等からの追跡等

により相談員等が直接加害者に接触すること

がないよう安全対策を講じます。 

相談業務に携わる職員に特化した研修は

未実施です。 

被害者支援に関わる職員の心身の健康が

損なわれることがないよう、他機関が実施

する対人支援職員向け研修の情報提供及

び参加促進に努めます。 

（５）職員に対する啓発の実施  

 被害者の自立支援には関係各課の連携と切れ

目のない支援が必要であるため、ＤＶの特性や

被害者支援について全職員への研修の機会を

設け、適切な対応を推進します。 

人権研修の一環としてドメスティック・バ

イオレンス（DV)研修を実施しています

が、毎年の実施には至っていません。 

研修の実施時期及び研修内容を要検討し、

更なる職員の資質向上を図るため定期的

に開催する必要があります。 

「加東市人権尊重のまちづくり基本計画（加東市人権尊重のまちづくり実施計画）」 

【行政の取組】 結果から見える次年度以降の取組 

（１）市職員研修  

 市職員を対象に年2回の研修を行い、市が開催

する人権に関わる講演会への参加を呼びかけま

す。 

人権研修は毎年研修内容を変更して勤務

時間外に実施しており、参加率は約７０％

です。多岐にわたり職員一人一人の人権意

識の高揚が図れています。 

引続き「職員研修基本方針」に基づき、ま

た市教育委員会人権教育課と連携した職

員研修を実施し、人権意識の高揚に努めま

す。 
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第５章 総括                            

仕事と子育ての両立に向けた勤務環境の整備において、男性職員については育児休業を 1

名が取得したものの、子育て支援制度（育児休業、配偶者の出産休暇等）の取得率は依然とし

て低く、これは男性職員が子育て支援制度を取得することに対する意識向上と制度の周知が不

十分なことが原因と考えられます。 

また、女性職員の育児休業取得率は、出産を機に退職した職員がいたことにより、平均取得

率が８９．２％に留まり、１００％を達成することができませんでした。これは、年次有給休

暇の取得率が伸びないこと、時間外勤務が常態化していることなどからも言えるように、職員

一人一人の負担が増えていることで、仕事と家庭の両立をすることが困難な状況であることが

原因の一つと考えられます。 

女性の活躍推進に向けた職場環境においては、採用や職員数における男女比のアンバランス

は発生していないものの、管理職における男女比では、女性職員の割合が多い専門職（医療技

術職（医療職給料表適用者）、保健師、保育士、教育職、技能労務職）を除く一般行政職にお

いては１８．８％となっており、国の示す目標値の３０％には達していない状況です。 

女性が職業生活において活躍するためには、管理職昇進への意欲を持つことができる職場環

境を整備し、管理職登用に向けての研修を行うことにより人材の育成と確保に努める必要があ

ります。また、「窓口業務や庶務は女性職員が行う」、「建築土木のような事業系の業務は男性

職員が中心となる」といった性別による業務分担意識を是正するなどにより、当事者の女性職

員を含めた職場全体の意識改革を行うことも必要と感じます。 

このようなことから、子育て世代の職員だけでなく、家族の介護を抱える職員など、男女問

わず、様々なライフスタイルを持った職員一人一人が、仕事生活と家庭生活との調和がとれた

働き方ができる職場環境の整備と意識改革に取り組んでいく必要があります。 
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第６章 本計画の重点項目                      

本計画については、第２章での分析結果、第３章での現状把握及び分析、第４章での取組結

果、第5章の総括を踏まえたうえで、次の項目を重点項目とします。 

１  人員配置・人材の育成・登用 

２  仕事と家庭の両立 

３  時間外勤務の縮減及び年次有給休暇の取得促進 

４  ハラスメント対策 

第７章 本計画の具体的な取組                    

本市における女性職員の職業生活における活躍に関して、状況と課題を分析した結果を踏ま

え、次のとおり人事担当、所属長及び職員の役割を定めます。 

１ 人員配置、人材の育成及び登用 

実施事項等 人事担当の役割 所属長の役割 職員の役割 

(1) 

配置 

男女問わず、すべての

職員が最大限能力を

発揮できるよう、適材

適所の人員配置を実

施 

・部長、課長を対

象に実施する

人事ヒアリン

グや異動意向

調査の結果に

より適材適所

の人員配置に

努める。 

・女性職員の能力

開発を行うた

めの業務配分

等を行う。 

(2) 

人材育成 

女性職員のキャリア

形成やマネジメント

能力の向上を支援す

る研修の実施 

・女性管理職の候

補者に対し、管

理職としての

職責や技能を

習得する研修

等を計画し、資

質向上に努め

る。 

・研修参加を促 

す。 

・自らの能力向上

のため、自己研

鑽や研修参加に

努める。 

(3) 

女性職員の登用 

適材適所の人員配置

を基本としながら、意

欲と能力のある女性

職員の登用を積極的

に推進 

・組織のマネジメ

ントなどにつ

いて必要な指

導育成を行う。

・自らの能力を最

大限発揮するた

めの能力向上に

努める。 
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２ 仕事と家庭の両立 

実施事項等 人事担当の役割 所属長の役割 職員の役割 

(1) 

妊娠中及び出産

後における配慮 

①特別休暇等の制度

の周知徹底 

・定期的にグルー

プウェアに掲載

する等制度の周

知を図る。 

・柔軟な勤務形態

が選択できる等

環境整備に努め

る。（ワーク・ラ

イフ・バランス

推進計画） 

・休暇が取得しや

すくなるように

職場環境の改善

に努める。 

・業務量が加重に

ならないよう業

務全般の見直し

を行う。 

・業務に関して妊

娠中や子育て中

の職員の状況を

十分確認し配慮

する。 

・妊娠中及び3歳

未満の子どもを

養育する職員に

対して、時間外

勤務命令を行わ

ないよう配慮す

る。 

・妊娠中や子育て

中の職員が制度

を利用しやすい

雰囲気を全員で

作り、本計画の

推進に努める。
②妊娠中の職員に配

慮した業務分担の

見直し 

(2) 

子どもの出生時

における父親の

休暇の取得の促

進 

配偶者出産のための

休暇の取得促進 

・対象職員に、休

暇が取得できる

よう積極的に働

きかけ、職場内

の応援体制を整

備する。 

・所属長に休暇取

得予定日等を早

めに伝え、制度

を積極的に利用

する。 

(3) 

育児休業等を取

得しやすい環境

整備等 

①育児休業及び部分

休業制度等の周知 

・定期的にグルー

プウェアに掲載

する等制度の周

知を図る。 

・復職時の不安を

解消するため

に、職場の情報

発信に努める。

・子育て支援制度

の利用に際し、

業務に支障が出

ないように代替

要員を配置す

る。 

・子育て中の職員

が、安心して子

育て支援制度を

取得できるよう

職場全体の意識

改革を図る。 

・育児休業取得を

希望する職員と

面談を行い、休

業中に定期的に

行政情報を提供

する。 

・子育て支援制度

の利用に際し、

業務に支障が出

ないように代替

要員の確保と業

務分担の見直し

を行う。 

・父親となる職員

に子育て支援制

度の積極的な活

用を勧める。 

・妊娠中等の職員

が制度を利用し

やすい雰囲気を

全員で作り本計

画の推進に努め

る。 

・復職時の不安を

解消するため

に、ホームペー

ジなどにより職

場の情報収集に

努める。 

②育児休業等を取得

しやすい雰囲気の

醸成 

③育児休業職員の職

場復帰支援 

④休業者等の代替要

員の確保 
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３ 時間外勤務の縮減及び年次有給休暇の取得促進 

実施事項等 人事担当の役割 所属長の役割 職員の役割 

(1) 

時間外勤務の縮

減 

①事務の簡素化、合理

化の推進 

・電子メール、電子掲

示板の活用 

・定例、恒常的業務の

事務処理マニュア

ルの作成 

・事務処理マニュ

アルの定期的更

新の周知徹底を

図る。 

・外部委託（アウ

トソーシング）

を活用した、業

務の効率化を周

知する。 

・特定の職員に時

間外勤務が集中

しないように業

務分担を見直す

など、応援体制

を整える。 

・子育て中の職員

に対しては、急

な時間外勤務命

令を行わない等

の配慮をする。

・小学校就学まで

の子を養育する

職員に対して、

年間 150 時間

以上の時間外勤

務命令を行わな

いよう配慮す

る。 

・常に業務の効率

的な遂行を心が

ける。 

・業務について、

電子メール、電

子掲示板等を活

用し、業務量の

削減に努める。

・自分の時間外勤

務時間を意識

し、時間外勤務

縮減を意識す

る。 

・ノー残業デーは、

周りの職員と声

を掛け合って退

庁する。 

②時間外勤務の縮減

のための意識啓発

等 

・時間外勤務の状況を

把握し、時間外勤務

の多い職場に対する

ヒアリング及び注意

喚起 

・ノー残業デーの

周知徹底を図

る。 

・部長、課長を対

象に実施する人

事ヒアリングに

よる情報把握を

行う。 

・業務量に応じた

適正な人員配置

を行う。 

③その他 

・時間外勤務の多い職

員に対する健康相談

の実施等健康面にお

ける配慮 

・時間外勤務の多

い職員に対し、

引続き産業医と

の面談を実施す

る。 

・全職員を対象と

したストレスチ

ェックを実施

し、職員の健康

管理に努める。

・メンタル的な問

題に対する相談

体制を充実する

ためメンタルヘ

ルスアドバイザ

ーを活用する。
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実施事項等 人事担当の役割 所属長の役割 職員の役割 

(2) 

休暇の取得促進 

①年次有給休暇の取

得促進 

・休暇の取得促進の徹

底と職場の意識改

革 

・事務処理における相

互応援ができる体

制整備 

・ワーク・ライフ・

バランス推進計

画を策定し、連

続休暇が取得で

きる体制等を整

備する。 

・年次有給休暇の

取得率が低い部

署へのヒアリン

グを実施し、状

況を把握する。

・職員が年次有給

休暇を取得した

際、円滑な事務

処理ができる体

制を整える。 

・職員の年次有給

休暇取得状況を

把握し、計画的

な年次有給休暇

の取得を指導す

るとともに、自

ら職員の模範と

なるよう年次有

給休暇の計画的

な取得に努め

る。 

・日頃から周囲の

職員に仕事の進

行状況を伝え、

特に副担当職員

とコミュニケー

ションを図り、

急な休暇でも事

務に支障がない

ようにする。 

・記念日や学校行

事参加のための

休暇を取得する

ようにする。 

 ②連続休暇の取得促

進 

・参観日等における

休暇の取得促進 

・連続休暇の取得促進

・定期的にグルー

プウェアに掲載

する等連続休暇

取得について周

知する。 

・連続休暇が取得

しやすい環境づ

くりに努める。

・夏季休暇や特別

休暇、週休日等

と年次有給休暇

を併せた連続休

暇の取得を計画

する。 

４ ハラスメントへの対策 

実施事項等 人事担当の役割 所属長の役割 職員の役割 

ハラスメントへ

の対策 

①ハラスメント防止

のための啓発、研修

等の実施 

・定期的な研修を

実施し、職員の

意識の向上に努

める。 

・定期的にグルー

プウェアに掲載

する等ハラスメ

ントについて周

知する。 

・社会情勢の変化

に対応するため

ハラスメント関

係の例規整備を

行い、周知を図

る。 

・職場内の人間関

係を十分把握

し、良好な職場

環境づくりに努

める。 

・問題が発生した

場合は、所属長

及び人事担当課

に報告する。 

・コミュニケーシ

ョンに関する研

修等の受講に努

め、良好な人間

関係を形成す

る。 

②ハラスメントに関

する相談体制の整

備及び周知 
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第８章 本計画の具体的な目標                    

 第７章の具体的な取組を受け、次の項目を具体的な目標とします。 

【目標 ①】管理的地位に占める女性の割合 

●一般行政職の女性管理職の割合 ３０％ 

【目標 ②】男性の配偶者の出産休暇・育児休業の取得率 

●配偶者の出産休暇（1日以上）の取得率 １００％ 

●男性職員の育児休業取得率 １３％以上 

【目標 ③】女性の育児休業の取得促進 

●女性職員の取得率 １００% 

【目標 ④】時間外勤務の縮減と年次有給休暇の取得促進 

●年間３６０時間以上の時間外勤務をした職員数 １０人以下 

●年次有給休暇取得目標 １２日 

第９章 公表                            

本計画に基づく取組の状況等については、次世代育成推進法第１９条第５項及び女性活躍推

進法第１５条第６項の規程に基づき公表します。 


